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外
務
省
職
員
の
人
事
に
対
す
る
国
会
議
員
の
関
与
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

一
般
に
、
外
務
省
職
員
の
人
事
は
ど
の
よ
う
な
検
討
を
経
て
、
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

外
務
大
臣
、
外
務
副
大
臣
、
外
務
大
臣
政
務
官
の
外
務
省
政
務
三
役
以
外
の
国
会
議
員
が
、
外
務
省
人
事
を
決
定
す
る
こ

と
は
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
直
近
の
事
例
を
三
つ
挙
げ
ら
れ
た
い
。

三

二
の
事
例
に
対
す
る
外
務
省
の
評
価
如
何
。

四

外
務
審
議
官
の
任
務
如
何
。

五

外
務
審
議
官
の
人
事
が
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
い
う
事
例
は
過
去
に
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
そ
の

事
例
を
す
べ
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


